
 鳥取市中小企業人材育成補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取市中小企業人材育成補助金（以下「本補助金」という。）の

交付について、鳥取市補助金等交付規則（昭和４２年鳥取市規則第１１号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、従業員の育成に取り組む中小企業者における、研修等の開催や受

講に係る経費の一部を補助することで、業務上必要な能力の向上又は技術、知識等の

習得を図り、市内事業者の労働生産性の向上による持続的な発展をもって、本市の産

業振興を図ることを目的とする。 

（補助対象者） 

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、鳥取市内

に本店、支店その他の事業所（以下「事業所等」という。）を置く事業者であって、

次の各号のいずれにも該当するものとする。 

⑴ 次のいずれかに該当する者であること。 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項各号のいずれかに

該当する中小企業者又は同条第５項に規定する小規模企業者 

イ 社会福祉法人、医療福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公

益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、組合（農業協同組合、生活協同組

合、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく組合等）又は

有限責任事業組合（ＬＬＰ） 

⑵ 本市の市税、下水道使用料及び下水道受益者負担金を滞納していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者に該当

しないものとする。 

⑴ 事業者が、研修業務の委託先と資本的、経済的、組織的な関連性からみて密接な

関係にある者 

⑵ 研修業務の委託先が、事業所の事業主又は取締役の３親等以内の親族である者 

⑶ 鳥取市暴力団排除条例（平成２４年鳥取市条例第１号）第２条第３号に規定する

暴力団員等及び同条第１号に規定する暴力団と密接に関係を有する者が、事業及び

本補助金の申請に関わっている者 

⑷ 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者 

⑸ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）

第２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又はそれらに類似する業種を営む者



（ただし、同条第６項第４号に規定するものを営む者を除く。） 

⑹ 営業に関して必要な許認可等を取得していない者 

⑺ その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業） 

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市内

の事業所に勤務する常勤役員（個人事業主を含む。）、正規従業員又はその他市長が認

める者（以下「研修対象者」という。）が受講する、業務上必要な能力の向上又は技

術、資格、知識等の習得やリスキリングなどによるスキルアップに資する研修又は講

習で、次のいずれかが実施するものとする。 

⑴ 公的研修機関  

⑵ 試験研究機関、教育訓練機関、中小企業団体、事業協同組合等  

⑶ 専門的な研修を行っている民間団体又は企業等  

⑷ 補助対象者が自ら企画して主催する研修等。ただし、新入社員研修は除く。 

（補助対象経費） 

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表

１に掲げる経費とする。ただし、国・県・市及びこれらに準じる団体からの補助又は

助成を受けた経費については対象外とする。 

（補助金の額の算定） 

第６条 本補助金の額は、別表３第２項に掲げる額を限度として、補助対象経費に同

表第１項に掲げる補助率を乗じた額で算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、

補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

（交付申請） 

第７条 規則第４条の申請書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書類

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 事業計画書（様式第１号） 

⑵ 収支予算書（様式第２号） 

⑶ カリキュラム等研修の開催が分かるもの（自社研修事業を実施する場合に限る。） 

⑷ 研修機関等が発行する研修案内等の研修内容や実施日がわかる書類（外部研修事

業を実施する場合に限る。） 

⑸ 経費の金額を明らかにする書類（見積書等） 

⑹ 市税等納付状況確認同意書（様式第３号） 

⑺ 誓約書（様式第４号） 



⑻ その他市長が必要と認める書類 

（承認を要しない変更） 

第８条 規則第９条第１項の市長が別に定める変更は、本補助金の増額以外の変更とす

る。 

（着手届の提出）  

第９条 本補助金の交付に係る事業は、規則第１０条第１項第３号の市長が別に定める

場合とし、同項に規定する着手届の提出を要しないものとする。 

（実績報告） 

第１０条 規則第１２条に定める実績報告は、補助対象事業が完了した日から起算して

３０日を経過する日又は当該年度の３月１０日のいずれか早い日までに行わなけれ

ばならない。 

２ 規則第１２条の実績報告書に添付すべき同条第１号、第２号及び第４号に定める書

類は、次に掲げるものとする。 

⑴ 事業報告書（様式第１号） 

⑵ 収支決算書（様式第２号） 

⑶ 補助対象経費の金額及び支払ったことが確認できる書類の写し 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、経済

観光部長が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、令和６年５月７日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行し、令和７年度の補助事業から適用する。 



別表１（第５条関係） 

補助対象経費 

補助対象事業に要する経費で次に掲げる経費に該当するもの  

１ 謝金 

２ 委託料（研修業務委託費） 

３ 会場借上料 

４ 教材費 

５ 受講料 

６ 講師招へいに係る交通費及び宿泊費 

７ 県外受講に係る交通費及び宿泊費 

（※最も合理的な経路を上限とし、グリーン席及びビジネスクラス以上の料金を

除く。車の場合は1キロメートルにつき25円とする。（職員等の旅費の支給

に関する規則（昭和４６年鳥取市規則第９号）の規定に準ずる。）） 

（※１人１泊当たりの限度額は別表２のとおりとする。） 

８ 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費  

ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。 

別表２ 

福島県、山口県 ８，０００円

岩手県、石川県、静岡県、三重県、島根県 ９，０００円

宮城県、山形県、栃木県、群馬県、福井県、岡山県、 

徳島県、愛媛県 

１０，０００円

青森県、秋田県、茨城県、富山県、長野県、愛知県、 
滋賀県、奈良県、和歌山県、高知県、佐賀県、長崎県、 
大分県、沖縄県 

１１，０００円

山梨県、兵庫県、宮崎県、鹿児島県 １２，０００円

北海道、岐阜県、大阪府、広島県 １３，０００円

熊本県 １４，０００円

香川県 １５，０００円

神奈川県、新潟県 １６，０００円

千葉県 １７，０００円

福岡県 １８，０００円

埼玉県、東京都、京都府 １９，０００円



別表３（第６条関係） 

１．補助率 ２分の１ 

２．補助限度額 研修対象者１人当たり５万円を限度とする。 

ただし、補助対象者が交付を受けることのできる補助金は、当

該年度において１企業につき２０万円を限度とする。 


